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第 １１ 回 第 ２ 農 地 部 会 議 事 録 

 

日      時  平成２８年１１月１６日（水）午後２時 

 

場      所  津市一志庁舎 ２階 第１会議室 

 

出 席 部 会 委 員   6 田口
た ぐ ち

 慶則
よしのり

・7 椋下
むくした

 保
たもつ

・14 宮本
みやもと

 政
まさ

春
はる

・15 守山
もりやま

 孝之
たかゆき

 

16 中谷
なかたに

 秀也
ひ で や

・17 西森
にしもり

 偉
よし

統
のり

・18 結城
ゆ う き

 晉三
しんぞう

・20 諸戸
も ろ と

 善
よし

昭
あき

 

22 中野
な か の

 たつ子
こ

・23 片
かた

岡
おか

 眞
まさ

郁
いく

 

 

 

以上１０名 

欠 席 委 員    

 

出席部会員外委員   

 

議      長  第２農地部会長 諸戸 善昭 

 

事 務 局 職 員  奥野事務局長・鈴村事務局次長・若松主査 

 

総 合 支 所   久居：加賀担当副主幹 一志：藤巻担当副主幹  

 

白山：前田担当副主幹 美杉：前山主査 

 

議 事 録 署 名 者  ７ 椋下
むくした

 保
たもつ

・１７ 西森
にしもり

 偉
よし

統
のり

 

 

事      項 

 

 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 

報告第２号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

 

報告第３号 農地法第４条第１項第７号規定による届出について 

 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号規定による届出について（所有権移転） 

 

 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転） 

 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請について 

 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移転） 

 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借権） 

 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸借） 
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議案第７号 非農地証明願について 

 

議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定 

について ＜別冊＞ 

 

 

議   事   の   大   要 

 

 

議  長   それでは、第１１回第２農地部会を開会いたします。本日は全員参加でござ

います。 

  議事に入ります前に、議事録署名者を私の方から指名させていただきます。 

７番 椋下委員、１７番 西森委員、よろしくお願いします。 

まず始めに、会長の専決等の報告事項に入ります。 

報告第１号から報告第５号につきまして事務局から一括して報告をお願いし

ます。 

 

事 務 局   議案書の１ページ、２ページをお願いいたします。 

報告第１号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、でございま

す。 

番号１から１１で、２ページをお願いします、件数は１１件、合計面積は 

３２，９４５㎡、このうち田が３２，１４３㎡、畑が８０２㎡でございます。

これらにつきましては、農地の賃貸借を、貸人、借人、双方の合意により解約

したものであります。 

３ページ、４ページをお願いいたします。 

報告第２号 農地法第３条の３第 1 項の規定による届出についてでございま

す。 

番号１から５で、４ページになりますが、合計で件数は５件、合計面積は 

１２，２０１㎡で、その内訳は田が５，４８６㎡、畑が５，２６９㎡、その

他、これは台帳地目が宅地や雑種地の農地で、１，４４６㎡でございます。 

これらにつきましては、相続の届出でございます。なお、現況地目が宅地な

どになっているところは、無断転用の可能性がありますので、届出人に対して

指導しております。 

５ページをお願いいたします。 

報告第３号農地法第４条第１項第７号の規定による届出についてでございま

す。 

番号１、貸駐車場用地、番号２、車庫用地、番号３、共同住宅用地。 

以上、件数は３件で、合計面積は、１,１０２．３３㎡、このうち田が、

８．３３㎡、畑が１，０９４㎡でございます。 

６ページをお願いいたします。 

報告第４号 農地法第５条第１項第６号の規定による届出について（所有権

移転）でございます。 

番号１、駐車場用地、番号２、番号３、一般個人住宅用地、番号４、番号５ 

建売分譲住宅用地。 

以上、件数は５件で、合計面積は畑で４，９４３㎡でございます。 

報告案件につきまして、以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 
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議  長   ありがとうございました。事務局より報告があったとおりでございますの

で、よろしくお願いします。 

それでは、議案事項に入ります。議案第１号、農地法第３条の規定による許

可申請について（所有権移転）を議題といたします。事務局の説明をお願いし

ます。 

 

事 務 局   議案書の７ページをお願いいたします。 

議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について（所有権移転）で

ございます。 

番号１、地区八ッ山、受人 ＿＿＿＿、面積８３７㎡ 渡人 ＿＿＿＿、面

積５６３㎡ 申請地白山町稲垣下出＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面

積１５８㎡ 外 1 筆 合計面積４７５㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。受人の許可後の耕作面積は、議案第２号で

借り受ける農地を含めまして、５，２４７㎡となります。 

番号２、地区竹原、受人 ＿＿＿＿、面積４，９５８㎡ 渡人 ＿＿＿＿、

面積１，９３９㎡ 申請地 美杉町竹原小谷＿＿＿＿、台帳地目・現況地目と

も畑、面積３６㎡ 外６筆 合計面積１，９３９㎡。 

これにつきましては、受人は、遠方のため離農する渡人から申請地を譲り受

け、営農を拡大するものです。 

番号３、地区竹原、受人 ＿＿＿＿、面積２，５５６㎡ 渡人 ＿＿＿＿、

面積２，２８２㎡ 申請地 美杉町竹原瀬木＿＿＿＿、台帳地目・現況地目と

も田、面積５５０㎡。 

これにつきましては、受人は、高齢化のため労力不足の渡人から申請地を譲

り受け、営農を拡大するものです。 

以上件数は３件、合計面積は２，９６４㎡、このうち田が５５０㎡、畑が

２，４１４㎡でございます。 

いずれの案件も、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、

地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許可要

件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございました。事務局の説明がありましたが、立ち会いをいただ

きました地元委員の意見を伺います。１番お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。９日、地元推進委員、地元農業委員会、事務局、受人で

ある＿＿＿＿さんと現地確認を行いました。現地は津市の＿＿＿＿の北へ 

５００ｍほど離れたところで、住宅街の中。周りは全て畑ばかりというような

状況のところでした。そのまま使われるということで、何ら問題ありません。 

 

議  長   ありがとうございます。２番、３番お願いします。 

 

結城委員   ８日に、地元推進委員と事務局とで現地確認を行いました。2 番についてで

すが、地元では、農地を相続するのは少ない。渡人の県外に移住している相続

人の    さんより、隣接する＿＿＿＿さんに耕作を依頼され、耕作可能と

いうことでございます。 
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３番については、譲渡人は高齢のため耕作をすることができないので、農地

をこれまで耕作人の    さんに、譲渡したいということです。受人は農地

を引き続き管理をしますので、問題ありませんのでよろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございました。皆さん方のご意見

をお伺いしたいと思います。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議いただきました議案第１号についてご

異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認め、よって議案第１号ついては許可することを決定したいと思

います。次に議案第２号、農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸

借権）を議題といたします。事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   ８ページをお願いいたします。 

議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について（賃貸借権）でご

ざいます。 

番号１、地区八ッ山、借人 ＿＿＿＿、面積８３７㎡ 貸人 ＿＿＿＿、面

積９，７２９㎡ 申請地 白山町稲垣下出＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも

田、面積１，９８２㎡ 外 1 筆 合計面積３，９３５㎡。 

これにつきましては、借人は、高齢化のため労力不足の貸人と３年間の賃貸

借権を設定し、営農を拡大するものです。受人の許可後の耕作面積は、議案第

１号で所有権を取得する農地を含めまして、５，２４７㎡となります。 

件数はこの１件で、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要

件、地域との調和要件など、農地法第３条第２項各号には該当しないため、許

可要件のすべてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。立ち会っていただきました地元委員のご意見を伺い

ます。 

 

西森委員   １７番、西森です。事務局の説明通り、同じメンバーで現地確認を行いまし

た。現状は田で、きちんと耕作されて、今後もそのまま使われるということ

で、何ら問題ありません。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございましたが、皆さん方のご意

見をお伺いしたいと思います。いかがですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議いただきました議案第２号についてご

異議ございませんか。 



 5 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認め、よって議案第２号ついては許可することを決定したいと思

います。 

続きまして、議案第３号、農地法第４条第１項の規定による許可申請につい

て事務局の説明をお願いします 

 

事 務 局   はい、議長。９ページをお願いいたします。 

議案第３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請についてでございま

す。 

番号１、地区久居、申請者 ＿＿＿＿、申請地 新家町岸林山＿＿＿＿、台

帳地目 畑、現況地目 雑種地、面積２７２㎡です。 

これにつきましては、４０年ほど前から既に駐車場として利用しており、始

末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

番号２、地区久居、申請者 ＿＿＿＿、申請地 戸木町八丁山＿＿＿＿、台

帳地目・現況地目とも畑、面積１０，６０１㎡の内１，６３０㎡です。 

これにつきましては、申請地を隣接で転用予定のコンビニエンスストアへの

貸駐車場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区川口、申請者 ＿＿＿＿、申請地 白山町川口白木＿＿＿＿、

台帳地目 田、現況地目 山林、面積２，２１１㎡。 

これにつきましては、少なくとも平成１５年以前から山林化しているとのこ

とで、始末書の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区大三、申請者 ＿＿＿＿、申請地 白山町三ヶ野北谷＿＿＿

＿、台帳地目 田、現況地目 畑、面積３５７㎡。 

これにつきましては、申請地を駐車場用地とするものです。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

番号５、地区大三、申請者 ＿＿＿＿、申請地 白山町三ヶ野北谷＿＿＿

＿、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積２０９㎡。 

これにつきましては、昭和２８年ごろから宅地として利用しており、始末書

の提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

番号６、地区大三、申請者 ＿＿＿＿、申請地 白山町二本木市川原＿＿＿

＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積６７７㎡ 外２筆、合計面積 

１，９４２㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、４３６．８㎡、日影部分を避けて設置するため、パネルの設置率

といたしましては、転用面積の２２．５％になります。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

番号７、地区八知、申請者 ＿＿＿＿、申請地 美杉町八知柳瀬＿＿＿＿、

台帳地目・現況地目とも田、面積６３１㎡ 外１筆、合計面積は 

１，１６３㎡。 

これにつきましては、申請地を太陽光発電施設用地とするものです。パネル

設置面積は、３５６．４㎡、不整形地であり、日影部分を避けて設置するた
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め、パネルの設置率といたしましては、転用面積の３０．６％になります。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は７件、合計面積は、７，７８４㎡、このうち田が３，７３１

㎡、畑が４，０５３㎡、でございます。いずれの案件につきましても農地法第

４条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考え

ます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明がありましたが、立ち会っていただき

ました地元委員の意見を伺います。１番、２番お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。1 番につきまして、９日に現地確認してまいりました。詳

細については事務局のとおりでございます。場所は＿＿＿＿から北へ３００ｍ

ぐらい上がったところ。ちょうど住宅地の中で何も問題ないと思います。 

２番も９日午後、本庁からと部会長、会長初め推進委員１名と確認してまい

りました。場所は＿＿＿＿号線の＿＿＿＿の交差点のところを北へ１キロぐら

い離れたところ、信号のところの角でございます。＿＿＿＿を上がって右側の

角のところです。何も問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。９日に会長、部会長、事務局の方３名、地元農業委員２

名と地元事務局１名、推進委員の中村さんに立ち会っていただきました。場所

は＿＿＿＿から南におよそ５、６００ｍのところです、この土地はお姉さんが

相続をされていたのですが、亡くなられてお子さんもないため弟の＿＿＿＿さ

んが相続されました。しかし、遠方に住んでみえるため、管理もままならず、

山林化しているその土地に植林をして山林にしたいということでしたので、何

ら問題はないかと思います。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。４、５、６番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。４番、５番につきましては、隣ですので、同時に説明を

させていただきます。９日に農業委員と地元推進委員、事務局で確認をしてま

いりました。 

場所は＿＿＿＿の東になります。＿＿＿＿から降りてすぐです。以前、河川

改修で自宅前にあった土地を河川と交換しました。 

その時に手続きをせずに、現在に至りまして、始末書の提出もあることか

ら、何ら問題はありません。 

続きまして６番です。９日に会長、部会長、農業委員、地元推進委員、事務

局で、現地確認を行いました。 

場所は＿＿＿＿の南の団地内です。休耕地で太陽光発電を設置したいという

ことでした。周りに団地がありますが、北側に位置しますので影響はないの

で、何ら問題ありません。 

 

議  長   ありがとうございます。７番お願いします。 
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結城委員   １８番 結城です。８日に地元推進委員、事務局と申請人で現地確認を行い

ました。詳細につきまして、ここは跡地を、田にして耕作されていましたが、

農地としては、石が混じり、管理が困難になったため、自然エネルギーの再生

を希望ということですので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございました。皆さん方のご意見

をお伺いしたいと思います。いかがですか。 

 

片岡委員   ２３番、片岡です。６番について、大三の太陽光発電は、利用面積が 

２２・５％と説明されました。説明の中で、住宅利用もあるということです

が、かなり低いと思いますが、どうでしょうか。 

 

中谷委員   南側に林のような木がありまして、北側以外は木で影になる部分が多いので

そのようになったようです。 

 

議  長   よろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議いただきました議案

第３号についてご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認め、よって議案第３号ついては許可することを決定したいと思

います。続きまして、次に議案第４号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請について（所有権移転）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １０から１２ページをお願いします。 

議案第４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（所有権移

転）でございます。 

番号１、地区久居、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 戸木町八丁

山＿＿＿＿、台帳地目・現況地目 田、面積１，１３７㎡ 外 1 筆 合計面積

２，１２２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５３１．３６㎡、日影部分

を避けて設置するため、パネルの設置率といたしましては、転用面積の２５％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号２、地区久居、受人 ＿＿＿＿代表社員 ＿＿＿＿、渡人  

＿＿＿＿外 1 名、申請地 戸木町八丁山＿＿＿＿、台帳地目 田、現況地目 

畑、面積７２㎡外４筆、合計面積１，４３９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５３１．３６㎡、不整形地

でありますことから、パネル設置率といたしましては、転用面積の３６．９％

になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号３、地区久居、受人 ＿＿＿＿代表取締役 ＿＿＿＿、渡人 

＿＿＿＿、申請地 新家町浜井場＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積

２６０㎡外５筆 合計面積１，２７２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、５４１．０８㎡、転用面積
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の４２．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号４、地区栗葉、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 稲葉町長田

＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積６６１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３２０．６４㎡、転用面積

の４８．５％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号５、地区波瀬、受人 ＿＿＿＿代表取締役 ＿＿＿＿、渡人 

＿＿＿＿、申請地 一志町波瀬川原出＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、

面積２４７㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４６７．６㎡、一体利用す

る次の隣接地を含めた全体面積７５９㎡の６１％になります。農地区分は、第

２種農地と判断されます。 

１１ページをお願いします。 

番号６、地区波瀬、受人 ＿＿＿＿代表取締役 ＿＿＿＿、渡人  

＿＿＿＿、申請地 一志町波瀬川原出＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、

面積５１２㎡。 

これにつきましては、先ほどの番号５と一体利用するものです。農地区分

は、第２種農地と判断されます。 

番号７、地区川合、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 一志町片野

堂ノ城＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積２４９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号８、地区川合、受人 ＿＿＿＿代表取締役 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿

＿、申請地 一志町片野北浦＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積１９

５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を建売分

譲住宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号９、地区高岡、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 一志町高野

下＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積４４３㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を共同住

宅用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

 番号１０、地区家城、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 白山町

南家城西出＿＿＿＿、台帳地目 田、現況地目 畑、面積１２９㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を車庫用

地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号１１、地区川口、受人 ＿＿＿＿代表社員 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿

＿、申請地白山町川口白木＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積１，８

６１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、太陽光発電の送

電線鉄塔建設及び資材置場、残土置場用地とするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

番号１２、地区川口、受人 ＿＿＿＿代表社員 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿

＿、申請地 白山町川口白木＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積１，

００４㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、先ほどの番号 11
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と一体利用の上、資材置場、残土置場用地とするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

番号１３、地区川口、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 白山町川

口馬乗岩＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積２８２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、１０６．８８㎡、転用面積

の３７．９％になります。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号１４、地区大三、受人 ＿＿＿＿代表取締役 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿

＿、申請地 白山町二本木野田＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積２

９３㎡ 外３筆 合計面積１，４０２㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、３３７．９２㎡、不整形地

のため、パネルの設置率といたしましては転用面積の２４．１％になります。

農地区分は、第２種農地と判断されます。 

番号１５、地区上多気、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 美杉町

上多気土井沖＿＿＿＿、台帳地目 田、現況地目 宅地、面積５５㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を一般個

人住宅用地の一部とするものですが、平成１７年ごろ既に転用されており、始

末書に提出がありますことから追認しようとするものです。農地区分は、第２

種農地と判断されます。 

番号１６、地区下多気、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 美杉町

下多気中田＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積３１２㎡外１筆 合計

面積８０１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を木質バ

イオマス材など、資材置場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判

断されます。 

番号１７、地区下多気、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 美杉町

下多気白口＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積５２２㎡外１筆 １２

ページになりますが、合計面積１，７７８㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を太陽光

発電施設用地とするものです。パネル設置面積は、４９９．５㎡、駐車スペー

スの確保、また、隣接住宅との間隔をとるため、パネル設置率といたしまして

は、転用面積の２８．１％になります。農地区分は、第２種農地と判断されま

す。 

番号１８、地区下之川、受人 ＿＿＿＿、渡人 ＿＿＿＿、申請地 美杉町

下之川中村＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも田、面積１，１９３㎡外１筆 

合計面積１,１９９．６１㎡。 

これにつきましては、受人は、渡人から申請地を譲り受け、申請地を木材チ

ップの乾燥場用地とするものです。農地区分は、第２種農地と判断されます。 

以上、件数は１８件、合計面積は、１５,６５１．６１㎡、このうち田が 

１１,７２９㎡、畑が３,９２２．６１㎡、でございます。いずれの案件につき

ましても農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満

たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明がありました。立ち会っていただきま
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した地元委員さんの意見を伺います。１、２、３番お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。場所は隣なので１番と２番を説明します。場所は＿＿＿＿

号線の＿＿＿＿の交差点を北へ１ｋｍぐらいの所です。午後から会長、部会

長、事務局、地元推進委員さんで現地確認を行いました。何ら問題ありません

ので、よろしくお願いします。 

３番につきまして、＿＿＿＿のとこから約３００ｍくらい北へ行ったところ

です。地元推進委員さんとしても何ら問題ありません。よろしくお願いしま

す。 

 

議  長   ありがとうございます。４番お願いします。 

 

椋下委員   ７番、椋下です。９日に部会長、農業委員、地元推進委員、事務局とで現地

確認を行いました。 

場所は＿＿＿＿から南へ約４００ｍぐらい行ったところでございます。県道

の端でございます。事務局の説明通り何ら問題ありません。 

 

議  長   ありがとうございます。５番から６番お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。現地確認を行いました。境界は確認できませんでしたけ

ど、図面上は２か所で＿＿＿＿という会社の＿＿＿＿さんが太陽光発電施設を

行います。 

かなり荒廃していまして、夜間は、鹿の鳴き声が聞こえるぐらいです。何ら

問題ありません。やむを得ないと思います。地元推進委員も立会ってもらって

おります。 

 

議  長   ありがとうございます。７、８、９番お願いします。 

 

片岡委員   ２３番、片岡です。７番と８番につきまして、９日に会長、農業委員、地元

推進委員、事務局とで現地確認を行いました。 

申請地は事務局の説明どおりの内容で、地元推進委員の理解も得ておりま

す。特に問題はございません。よろしくお願いします。 

９番の高岡につきまして、会長、農業委員、地元推進委員、事務局とで現地

確認を行いました。 

申請地は事務局の説明どおりで、地元推進委員の理解も十分いただいており

ます。特に問題はございません。 

 

議  長   ありがとうございます。１０番お願いします。 

 

西森委員   １７番、西森です。９日に、地元推進委員と地元農業委員、事務局で現地確

認を行いました。 

現地は＿＿＿＿から西の方へ少し登ったところです。周りも全部住宅街とい

うかたちで、現状は柿の木とか樹木が植えてあり、道路、水路に囲われている

ということで、周囲は全部住宅で、そこだけぽつんと残っているような場所で

す。 

申請者も駐車場に転用したいということで、周囲に迷惑をかけることは無い
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と判断させていただきました。事務局の説明の通り何ら問題ありません。 

 

議  長   ありがとうございます。１１から１４番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。番号１１、１２は隣りで、同時に説明します。９日に会

長、部会長、農業委員と地元推進委員、事務局とで現地確認を行いました。 

場所は＿＿＿＿から南へおよそ５００ｍ、    へ行く途中です。＿＿＿

＿からの太陽光の送電線ならび鉄塔を建てるということで、長い間荒廃地でし

た。何ら問題ありません。 

１３番は、場所は＿＿＿＿から東へおよそ２〜３ｋｍ、譲渡人は高齢で、  

＿  へ転居されました。農地が耕作出来ないということで、太陽光発電施設

に転用して土地を管理をする予定ですので、何ら問題はありません。 

１４番は、場所は＿＿＿＿の北側です。譲渡人は、    に居住されてい

るので、土地を売却をして太陽光発電施設にするということでしたので、何ら

問題ありません。 

 

議  長   ありがとうございます。１５、１６，１７、１８番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。１５、１６，１７、１８番について説明します。 

１５番、１６番は地元推進委員さん、事務局とで現地確認を行いました。 

１５番は、家が建っていまして、その一部の申請です。何ら問題ありませ

ん。 

１６番は、渡人は高齢で農地として管理ができないということで、受人は木

質バイオマスの認定者で、バイオマスの材料の置き場としたいということでご

ざいます。 

１７番は、地元推進委員さん、事務局と現地確認を行いました。土地の有効

利用として、太陽光パネルを設置して売電を行う、再生エネルギーの生産とい

うことでございますので、よろしくお願いします。 

１８番は、８日に現地確認を行いました。受人は建築業を営んでおり、日当

たりのよい申請地を譲り受け、チップの乾燥剤置き場として利用します。渡人

は遠方に住まいしているため農業経営の規模を縮小したいということでござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

議  長   はい。ありがとうございます。地元委員の説明がございました。皆さん方の

ご意見をお伺いしたいと思います。いかがですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議いただきました議案第４号についてご

異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認め、よって議案第４号ついては許可することを決定したいと思

います。続きまして、議案第５号、農地法第５条第１項の規定による許可申請

について（賃貸借権）事務局の説明をお願いします。 
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事 務 局   １３ページをお願いいたします。 

議案第５号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（賃貸借

権）でございます。 

番号１、地区久居、借人 ＿＿＿＿、貸人 ＿＿＿＿外 1 名、申請地 久居

明神町大沢池田＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積４１９㎡外 1 筆 

合計面積１，３６６㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の賃貸借権を設定し、

申請地を太陽光発電施設用地するものです。パネル設置面積は、 

５３１．３６㎡、転用面積の３８．９％になります。農地区分は、第２種農地

と判断されます。 

番号２、地区久居、借人 ＿＿＿＿代表取締役 ＿＿＿＿、貸人 ＿＿＿

＿、申請地 戸木町八丁山＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積１０，

６０１㎡のうち９９９㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に３０年間の賃貸借権を設定し、

申請地をコンビニエンスストア用地するものです。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

番号３、地区大三、借人 ＿＿＿＿、貸人 ＿＿＿＿、申請地 白山町二本

木かどた＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積１１５㎡外２筆合計面積

７５５㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に、２０年間の賃貸借権を設定

し、申請地を太陽光発電施設用地するものです。パネル設置面積は、 

４７５．２㎡、転用面積の６２．９％になります。農地区分は、第２種農地と

判断されます。 

番号４、地区大三、借人 ＿＿＿＿代表取締役 ＿＿＿＿、貸人 ＿＿＿

＿、申請地 白山町岡口堂谷＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積３６

４㎡外１筆 合計面積７８７㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に、２０年間の賃貸借権を設定

し、申請地を太陽光発電施設用地するものです。パネル設置面積は、 

４３４．３８㎡、転用面積の５５．１９％になります。農地区分は、第２種農

地と判断されます。 

以上、件数は４件、合計面積は３，９０７㎡、このうち畑が２，９６０㎡、

その他、これは台帳地目が山林となっている農地で９４７㎡です。これらの案

件につきまして、農地法第５条第２項各号には該当しないため、許可要件のす

べてを満たしていると考えます。 

以上で説明を終わります。 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。事務局の説明はありました。立ち会っていただきま

した地元委員の意見を伺います。１番、２番お願いします。 

 

田口委員   ６番 田口です。１番、２番は、９日午後、会長、部会長、地元推進委員、

事務局で現地確認を行いました。 

場所は＿＿＿＿のすぐ南です。＿＿＿＿号線＿＿＿＿の交差点から北へ１ｋ

ｍの所の信号の角です。駐車場とコンビニとで共同で使うかたちでございます

ので、事務局の説明通り何ら問題ありません。 
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議  長   ありがとうございます。３番、４番お願いします。 

 

中谷委員   １６番 中谷です。３番は、９日に地元農業委員と地元推進委員、事務局と

で現地確認を行いました。 

場所は＿＿＿＿のすぐ東隣です。長い間荒地でした。太陽光発電で有効利用

しようということですので、何ら問題はないかと思います。 

４番は、場所は＿＿＿＿の近所になります。南側が荒地で、労力不足で耕作

もできません。太陽光発電にしようということですので、何ら問題ありませ

ん。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございました。皆さん方のご意見

をお伺いしたいと思います。いかがですか。 

 

守山委員   １５番 守山です。事務局に聞いたのですが、番号２の＿＿＿＿さんの件で

すけれど第３号議案、第４条の申請が出ています。これが＿＿＿＿さんが貸駐

車場用地で申請していますけど、同じ場所で５条で賃貸借として店舗用地とし

てでている。どういうことなのか。 

 

事 務 局   店舗用地と駐車場用地と目的を分けています。 

 

議  長   皆さんよろしいですか。それではお諮りします。ただいま審議いただきまし

た議案第５号についてご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認め、よって議案第５号ついては許可することを決定したいと思

います。続きまして、次に議案第６号、農地法第５条第１項の規定による許可

申請について（使用貸借）事務局の説明をお願いします。 

 

事 務 局   １４ページをお願いいたします。 

議案第６号 農地法第５条第１項の規定による許可申請について（使用貸

借）でございます。番号の２番、地区上多気の案件ですけれども、本日取り下

げをされておりますので、抹消していただきますようにお願いしたいと思いま

す。 

番号１、地区大三、借人 ＿＿＿＿、貸人 ＿＿＿＿、申請地白山町二本木

野田＿＿＿＿、台帳地目・現況地目とも畑、面積２８７㎡外２筆合計面積１，

６１８㎡。 

これにつきましては、借人は、貸人との間に２０年間の使用貸借権を設定

し、申請地を太陽光発電施設用地するものです。パネル設置面積は、５６１．

６㎡、土地が不整形でありますことから転用面積の３４．７％になります。農

地区分は、第２種農地と判断されます。 

件数はこの１件になりまして、合計面積は１，６１８㎡、このうち田が９６

１㎡、畑が６５７㎡ということです。この案件につきましても、農地法第５条

第２項各号には該当しないため、許可要件のすべてを満たしていると考えま

す。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 
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議  長   ありがとうございます。事務局の説明はありました。立ち会っていただきま

した地元委員さんのご意見を伺います。 

 

中谷委員   １６番、中谷です。９日に会長、部会長、地元農業委員、地元推進委員、事

務局とで現地確認を行いました。 

場所は、＿＿＿＿の温室のすぐ南にあたるところです。お父さんはもう高齢

で耕作が出来ません。申請者も会社員で農業に従事することができないという

ことで、現況は山林で木がたくさん茂っておりまして、土地を有効利用するた

めに太陽光発電にということで、何ら問題ありません。 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議いただきました議案第６号についてご

異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   それでは異議なしと認め、議案第６号ついては許可することを決定したいと

思います。続きまして、議案第７号、非農地証明願について事務局の説明をお

願いします。 

 

事 務 局   議長。１５ページをお願いいたします。 

議案第７号 非農地証明願について でございます。 

番号１、地区久居、願出者 ＿＿＿＿、申請地 久居元町東出＿＿＿＿、台

帳地目 田、現況地目 宅地、面積２１９㎡外１筆、合計面積７４３㎡。 

これにつきましては、平成７年５月１８日国土地理院撮影の航空写真によ

り、この時すでに宅地となっていることが確認できます。 

番号２、地区波瀬、願出者 ＿＿＿＿、申請地 一志町波瀬大久保＿＿＿

＿、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２７９㎡外１筆、合計面積３５７

㎡。 

これにつきましては、建物の登記簿謄本により、昭和３８年に建物が建築さ

れていることが確認できます。 

番号３、地区川合、願出者 ＿＿＿＿、申請地 一志町其村町畑＿＿＿＿、

台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積２６４㎡外１筆、合計面積２８０㎡。 

これにつきましては、固定資産課税台帳記載事項証明書により、昭和３１年

に建物が建築されていることが確認できます。 

番号４、地区太郎生、願出者 ＿＿＿＿、申請地 美杉町太郎生かぶち＿＿

＿＿、台帳地目 畑、現況地目 宅地、面積１４５㎡。 

これにつきましては、平成２年４月３０日国土地理院撮影の航空写真によ

り、この時すでに宅地となっていることが確認できます。 

以上、件数は４件、合計面積は畑で１，５２５㎡で、いずれも農地以外の用

に供され２０年以上が経過している土地であり、これは、津市農業委員会 非

農地証明事務取扱要領第３条第１項第２号の規定に該当することから、農地で

は無い旨の証明をしても差し支えないものと考えます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   ありがとうございます。ただいま事務局の説明をありましたが、立ち会って
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いただきました地元委員さんのご意見を伺います。１番お願いします。 

 

田口委員   ６番、田口です。９日に現地確認を行いました。地元推進委員、農業委員、

とで現地確認を行いました。 

場所は＿＿＿＿の信号を突き当たった三叉路のところです。そこを５０ｍぐ

らい南に行ったところの左側です。何も問題ありませんので、よろしくお願い

します。 

 

議  長   ありがとうございます。２番お願いします。 

 

宮本委員   １４番 宮本です。２番は、農業委員と事務局で現地を確認しました。 

資料に写真がついていました。相続で、司法書士さんに依頼したようです。

何ら問題ありません。よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。３番お願いします。 

 

片岡委員   ２３番 片岡です。９日に会長、農業委員、地元推進委員と現地確認を行い

ました。事務局の説明通り、何ら問題はございません。地元推進委員の了解も

ありますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。４番お願いします。 

 

結城委員   １８番 結城です。４番は、法の理解がなく、勝手に住宅を建設し、そのま

ま使用していました。２０年以上経過して、航空写真、始末書が書類がありま

す。十分反省していると思いますので、よろしくお願いします。 

 

議  長   ありがとうございます。地元委員の説明がございました。皆さん方のご意見

をお伺いしたいと思います。いかがですか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞ 

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議いただきました議案第７号についてご

異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞ 

 

議  長   異議なしと認め、よって議案第７号ついては許可することを決定したいと思

います。続きまして、次に別冊でお配りしました議案第８号、農業経営基盤強

化促進法第１８条の規定による農用地利用集積計画の決定について事務局の説

明をお願いします。 

 

事 務 局   議長。議案第８号 農業経営基盤強化促進法第１８条の規定による農用地利

用集積計画の決定について、でございます。 

資料の２枚目、農用地利用集積計画地区別集計表をご覧ください。各地区別

に、下の合計欄で説明をさせていただきます。 

       まず、久居地区をご覧ください。田の賃貸借、使用貸借、所有権移転で 
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２５,９８６．５㎡、契約件数は７件でございます。 

一志地区につきましては、田の使用貸借で１，１８６㎡、契約件数は２件で

ございます。 

       白山地区につきましては、田の賃貸借、使用貸借で２０，６９１㎡、契約件

数は１０件でございます。 

美杉地区につきましては、集積はございませんでした。 

以上、合計で田の集積が、賃貸借、使用貸借、所有権移転を合わせて 

４７,８６３．５㎡、合計契約件数は１９件となっております。 

       次に認定農業者への集積状況でございます。 

地区別の認定農業者への集積は久居地区で５件、一志地区１件で合計６件、

合計面積は１９,１７１．５㎡でございます。 

       今回提出させていただきました利用集積計画につきましては、農業経営基盤

強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 

       次に、３枚目の「農用地利用集積計画の概要」でございますが。今回の利用

集積計画のうち、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当

します案件につきましては、整理番号１、９から１１でございますので、ご審

議いただくにあたりまして、よろしくお取り計らいいただきますようお願いし

ます。 

以上で説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

議  長   はい、ありがとうございます。事務局の説明が終わりましたが、今回の案件

のうち、始めに、農業委員会等に関する法律第３１条の議事参与の制限に該当

する案件について、ご審議をお願いします。 

       整理番号１、１１の２件についてです。 ＿＿＿＿委員、一時退室をお願い

します。 

 

一 時 退 室 

 

議  長   この２件についていかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それでは、意見もないようでございますのでお諮かりします。ただいま、審   

議をいただきました２件について、ご異議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。入室してください。 

 

入 室 

 

議  長   次に、整理番号９、１０の２件についてです。＿＿＿＿委員、一時退室をお

願いします。 

 

 一 時 退 室 
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議  長   この２件についていかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました２件について、ご異

議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。この案件につきましては適正であると認め、市長に

進達することにいたします。入室してください。 

 

入 室 

 

議  長   それでは、議事参与の制限に概要しない案件につきましてご審議をお願いま 

しす。皆さんいかがでしょうか。 

 

部会委員  ＜一同 意見なし＞  

 

議  長   それではお諮りします。ただいま審議をいただきました案件について、ご異

議ございませんか。 

 

部会委員  ＜一同 異議なし＞  

 

議  長   ありがとうございます。これらの案件につきましても適正であると認め、市

長に進達することにいたします。以上で、本部会に付議されました議案の審議

はすべて終了いたしました。 

これをもちまして、第１１回第２農地部会を閉会します。 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後 ３時１１分 
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上記は、第１１回第２農地部会の議事を録したものである。 

 

  平成２８年１１月１６日 
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